
来
年
４
月
か
ら
市
内
の
幼
稚
園
・

保
育
園
・
認
定
こ
ど
も
園
・
事
業
所

内
保
育
施
設
の
入
園
児
を
募
集
し
ま

す
。
利
用
に
当
た
っ
て
は
、
教
育
・

保
育
の
必
要
性
に
応
じ
た
支
給
認
定

を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
入
園

申
し
込
み
の
際
に
支
給
認
定
の
申
請

を
し
て
く
だ
さ
い
。
支
給
認
定
の
区

分
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

入
園
資
格

市
内
在
住
の
幼
児

○
３
歳
児

平
成
26
年
４
月
２
日
〜

平
成
27
年
４
月
１
日
生
ま
れ

○
４
歳
児

平
成
25
年
４
月
２
日
〜

平
成
26
年
４
月
１
日
生
ま
れ

○
５
歳
児

平
成
24
年
４
月
２
日
〜

平
成
25
年
４
月
１
日
生
ま
れ

入
園
願
書

各
市
立
幼
稚
園
で
配
布

申
し
込
み

土
・
日
曜
日
、
祝
日
を

除
く
、
10
月
２
日(
月)

か
ら
20
日

(

金)

ま
で
に
各
幼
稚
園
へ

※
郵
送
の
場
合
は
20
日(
金)
の
消
印

ま
で
有
効

入
園
許
可

書
類
審
査
と
身
体
検
査

を
行
い
入
園
を
決
定
し
、
各
幼
稚

園
よ
り
連
絡
し
ま
す

保
育
料

保
護
者
の
市
町
村
民
税
額

を
基
に
算
定

問
い
合
わ
せ

各
市
立
幼
稚
園
へ

申
し
込
み

申
し
込
み
の
期
日
や
方

法
な
ど
は
、
各
園
に
直
接
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い

保
育
料

保
護
者
の
市
町
村
民
税
額

を
基
に
算
定

※
各
園
の
連
絡
先
は
左
表
の
と
お
り

入
園
資
格

市
内
在
住
、
ま
た
は
来

年
４
月
ま
で
に
転
入
な
ど
で
本
市

に
在
住
予
定
の
乳
幼
児
の
う
ち
、

保
育
を
必
要
と
し
、
保
護
者
が
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

○
就
労
し
て
い
る(

パ
ー
ト
タ
イ
ム

や
夜
間
就
労
も
含
む)

○
妊
娠
中
、
ま
た
は
産
後
間
も
な
い

○
疾
病
や
負
傷
、
ま
た
は
心
身
に
障

が
い
が
あ
る

○
同
居
、
ま
た
は
長
期
入
院
中
の
親

族
の
看
護
や
介
護
を
し
て
い
る

○
火
災
、
ま
た
は
そ
の
他
の
災
害
復

旧
に
当
た
っ
て
い
る

○
求
職
活
動
を
継
続
的
に
行
っ
て
い

る(

起
業
準
備
含
む)

○
学
校
な
ど
に
就
学
し
て
い
る(

職

業
訓
練
校
含
む)

○
虐
待
や
Ｄ
Ｖ
の
恐
れ
が
あ
る

※
来
年
度
中
に
産
後
休
暇
や
育
児
休

業
か
ら
復
職
予
定
の
人
も
申
し
込

み
で
き
ま
す

保
育
料

保
護
者
の
市
町
村
民
税
額

を
基
に
算
定

申
込
用
紙

９
月
１
日(

金)

か
ら
子

ど
も
課
保
育
係
の
窓
口
と
各
施
設

で
配
布

申
し
込
み

土
・
日
曜
日
、
祝
日
を

除
く
、
10
月
２
日(

月)

か
ら
17
日

(

火)

ま
で
の
間
に
、
希
望
す
る
施

設
の
指
定
日(

左
記
の
日
程
表
の

と
お
り)

に
子
ど
も
同
伴
で
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。
指
定
日
に
申

し
込
め
な
い
場
合
は
、
他
園
で
も

申
し
込
み
が
で
き
ま
す

※
10
月
18
日(

水)

以
降
は
子
ど
も
課

保
育
係
の
窓
口
で
受
け
付
け
ま
す

が
、
期
間
中
の
申
し
込
み
を
優
先

し
ま
す

事
前
見
学

希
望
す
る
人
は
、
各
園

・
施
設
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い

問
い
合
わ
せ

子
ど
も
課
保
育
係

(

東
原
庁
舎
内)

1
内
線
７
７
２
５

８
へ

4

広報ぬまた 平成29年９月１日

市役所 123－2111524－5179 白沢支所 153－2111553－2188 利根支所 156－2111556－36745

来
年
度
か
ら
の

入
園
児
を
募
集
し
ま
す

市
立
幼
稚
園

私
立
認
定
こ
ど
も
園(

教
育)

保
育
園
・
認
定
こ
ど
も
園(

保

育)

・
事
業
所
内
保
育
施
設

支給認定
区分

１号
認定

満３歳以上の就学前子ども
（２号認定を除く）

幼稚園
認定こども園

２号
認定

満３歳以上で保護者の就労
や疾病などにより、保育を
必要とする子ども

保育園
認定こども園

３号
認定

満３歳未満で保護者の就労
や疾病などにより、保育を
必要とする子ども

保育園
認定こども園
事業所内保育施設

対象となる子ども 利用できる
主な施設

市
立

榛名幼稚園
利南幼稚園
利南東幼稚園
池田幼稚園
薄根幼稚園

榛名町3271-3
栄町141
上久屋町2161-2
発知新田町488
善桂寺町78

○22４７４０
○23１０７１
○23２３７３
○23９３１０
○23０６５１

園名 所在地 電話番号

私
立

沼田幼稚園
恵泉幼稚園
ちぐさこども園
沼田めぐみこども園

坊新田町1105-3
西倉内町663-4
柳町394
清水町4330

○22２８５６
○23３５８４
○23３３２４
○24４１６３

園名 所在地 電話番号

幼稚園

認定こども園

指定日
10月２日(月)
10月３日(火)
10月４日(水)

10月５日(木)

10月６日(金)

10月10日(火)

10月11日(水)
10月12日(木)
10月13日(金)
10月16日(月)

10月17日(火)

横塚保育園
沼田幼稚園
ちぐさこども園
ぬまた東保育園
川田保育園
沼田めぐみこども園
利根保育園
多那保育園
熊の子保育園
桜ヶ丘保育園
ぬまた南保育園
白沢保育園

東原庁舎２階会議室

横塚町1223-1
坊新田町1105-3
柳町394
上原町1801-66
下川田町540
清水町4330
利根町大楊1078-2
利根町輪組867-1
戸鹿野町578-3
桜町4798
東原新町1411-5
白沢町高平20

東原新町1801-40

100人
90人(保育)
120人(保育)
65人
60人

140人(保育)
119人
30人
90人
100人
115人
120人

○23０００６
○22２８５６
○23３３２４
○23５５９２
○23１５９９
○24４１６３
○56２２６８
○53２９２０
○24１４４６
○24８５７７
○22５５１９
○53２０３９

午後１時～６時

午前８時30分～
午後７時

時間 受付場所 所在地 電話 定員

入園申込受付日程表

内線７７２５８

園名区分

認定こども園 恵泉幼稚園 西倉内町663-4 10人(保育、３歳児以上)

７人(地域枠、０～１歳児)

○23３５８４

○22４３２１沼須町910-1どんぐり保育園事業所内保育
施設

所在地 電話 定員

※ぬまた東保育園については、沼田市行政改革推進本部の方針に基づき、2023年度末で廃園となる予定です。
来年度入園申し込みから段階的に受け入れ年齢の引き上げを行い、園児数とクラス数を縮小していきます

以下の施設は、10月17日(火)に子ども課保育係の窓口で受け付けます

公立幼稚園における｢預かり保育｣について
来年度より、公立幼稚園において、保護者の子育てや社会参画を支援するために預かり

保育を実施します。

預かり保育の時間 授業日の午後２時から４時30分まで

実施幼稚園 榛名幼稚園、利南幼稚園、利南東幼稚園、池田幼稚園、薄根幼稚園

対象 在籍園児

問い合わせ 学校教育課学校教育係1内線３３２２へ

①真田の風教室
市民による市民のための運動教室。筋トレ(福老体操)を中心とした脳ト

レ、コミュニケーションゲームなどを組み合わせた楽しい１時間です。

とき 10月16日(月)・30日(月)の各日午後１時30分～２時30分

ところ 保健福祉センター４階ホール

講師 沼田市介護予防サポーター(市民ボランティア団体)

対象 市民

定員 30人(先着順)

申し込み ９月４日(月)から電話、または直接高齢福祉課介護予防係へ

③出張！タブレット脳若教室in中央公民館
タブレット型端末を取り入れた、脳若トレーニングによる認知症予防の教室です。少人

数制で、専門講師による教室なので、初めての人にもおすすめです。

とき 10月19日(木)・26日(木)の各日午前10時～11時30分(全２回)

ところ 中央公民館３階第１講義室

対象 60歳以上の市民

定員 20人(先着順)

申し込み ９月４日(月)から電話、または直接高齢福祉課介護予防係へ

上記①～③の問い合わせ先 高齢福祉課介護予防係(東原庁舎内)1内線７７２７２へ

介護予防や
ボランティアに
興味のある人を
募集します！

②介護予防サポーター養成研修(初級編)
市の事業などにボランティアとして活動する介護予防サポーターを養成す

るため、介護予防の知識や技術が習得できる講座を開催します。超高齢化社

会を迎え、自分の介護予防のために受講してみたい人、ボランティア活動に

関心がある人などにおすすめの講座です。なお、初級編修了者は、後日開催

される中級編も受講することができます。

とき　10月17日(火)午後１時～４時30分

ところ 利根沼田振興局１階会議室(薄根町)

内容 ①総論｢介護予防と地域づくり｣②運動｢転ばぬ先の杖～高齢者向けの運

動～｣③口腔｢歯なしにならない話～噛む・飲む・食べる、口元気！～｣④栄

養｢かしこく食べて、からだにえいよ～｣

定員 20人(先着順)

費用 無料

申し込み ９月４日(月)から電話、または直接高齢福祉課介護予防係へ

＜高齢福祉課からのお知らせ＞


